
表１　市・県民税の非課税限度額
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ご本人の障害が公的年金等
の源泉徴収票に記載がある
場合

市・県民税の申告が必要かどうかの点検表　（年金収入のみの場合）

次のフローチャートにより申告の要否を確認してください。

扶養人数＋１人（本人）
（※１）

６５歳未満の方
（昭和36年１月２日以後生まれ）

６５歳以上の方
（昭和36年１月１日以前生まれ）

所得の合計金額（※２） 所得の合計金額（※２）

４５万円（１，０５０，０００円） ４５万円（１，５５０，０００円）

１０１万円（１，７１３，３３４円） １０１万円（２，１１０，０００円）

１３６万円（２，１８０，００１円） １３６万円（２，４６０，０００円）

１７１万円（２，６４６，６６７円） １７１万円（２，８１０，０００円）

１３５万円（２，１６６，６６７円） １３５万円（２，４５０，０００円）

※１　公的年金等の源泉徴収票に記載のある扶養親族（配偶者含む）の人数＋１人（本人）を当てはめた人数です。
　　　（例）配偶者と子２名を扶養されている場合、表に当てはまる人数は(１＋２)＋１＝４人となります。

※２　所得を算出するために、「各公的年金等の収入金額（支払金額）から経費相当額（公的年金等控除額）を差し引いて
　　　得られた金額」の合計金額です。
　　　収入金額（支払金額）が表内の下線の金額以下の場合、所得金額はその左側の額（非課税限度額）以下となります。

「公的年金等の源泉徴収票」の内容（ 寡婦・扶養親族・社会保険料・障害者などの控除 ）に変
更がある

特定親族特別控除・医療費・生命保険料・寄附金などの控除を追加したい

所得の合計金額が、表１の非課税限度額以下になる

申告は不要です
（日本年金機構などからの年金支払報告書にもとづき、今年度の市・
県民税が算定されます。）

申告が必要です
（公的年金等の源泉徴収票、控除の証明等をご用意の上、市・県民税申告書を提出（郵送可）
してください。）

いいえはい

はい

いいえ

いいえ
はい（非課税です）

公的年金等の収入


